
 

 

 

 

 
こんにちは！ 北星学園大学 アクセシビリティ支援室です。 

 今回から数回にわたり、学生のみなさん、教職員のみなさんへ改めて“合理的配慮とは
なにか”について紹介をしていきたいと思います。 
 
 

合理的配慮（Reasonable Accommodation）って知っていますか？ 

 障害を有する学生に対して、「障害者差別解消法」に基づいて、修学上の合理的配慮の提供を行っています。 

大学における合理的配慮とは、障害や個人の特性と環境との相互作用によって修学上の困難が生じている学

生に対して、平等な修学機会を保障するため、当事者からの相談に応じ、過重な負担を伴わない範囲で、個々人

に合わせた必要かつ適当な変更や調整を提供することです。 

学生が障害によりどのような社会的障壁を抱えているかを把握し、適切な合理的配慮を提供するためには、

医師・専門家による所見が必要となります。みなさんからいただいた情報は合理的配慮を実施する目的のみに

使用され、大学が責任を持って管理いたします。 

大学における合理的配慮は、困難を抱える学生への優遇措置ではなく、成長と自立、社会参加支援、そして他

の学生との学習機会の平等性を確保することを目的に、社会的障壁を取り除くことを目指しています。 

従って、授業において安易に課題や試験などを免除したり、欠席を出席に変えたりすることはできないことをご

理解ください。 

 
＊合理的配慮とは、“機会均等を目指すもの” で、 

結果（例えば、単位取得）を保証するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセシ便り 

 

 

◎◎アクセシビリティ支援室◎◎ 

●開室時間： 

（平日） 8：45～17：00  

(11:30～12:30 昼休み) 

 

●連絡先： 

 直接来室、電話やメールでも相談を受

付しています。 

電話：011-891-2731（代表） 

mail: acc-support@hokusei.ac.jp 
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＊上記の他にも、各学部に運営委員の教員がい

ます。お気軽にご連絡ください。 

柿原久仁佳先生（文学部） 

鈴木 克典先生（経済学部） 

西原 明希先生（国際学部） 



～合理的配慮依頼文書と情報提供書～ 

アクセシビリティ支援室から出される書類には「合理的配慮依頼文書」と「情報提供書」があります。 

合理的配慮依頼文書 

特に授業等で先生方にお願いしたいこと、例えば先生方が座席を指定する授業の際には特定の座席に座ら

せてほしい、また、発表等が必要な場合に心構えができるよう順番を示してほしい、体調不良のため途中入退室

をすることを認めてほしいなど、本人の希望をもとに作成します。合理的配慮依頼文書を出す際には病院の診断

書が必要です。 

情報提供書 

授業等で先生方にお願いしたいことはないものの、学生本人が科目担当の先生に知っておいてほしいこと、例

えば持病があるので休むことがあるかもしれない、授業以外で何度も質問することがあるかもしれないなどで

す。診断書の提出を必須とはしていませんが、通院歴や服薬歴、現在の体調や生活の困りごとなども含め、アク

セシビリティ支援室のスタッフがアセスメントをしたうえで、学生の希望をもとに作成します。 

 

「情報提供書」を希望する学生の中には、休んでしまうのはさぼりたいためではなく、やる気があることを分か

ってほしいという気持ちや質問に根気よく答えてほしいという気持ちなどがあります。それを先生方に知っていた

だくことで、安心して受講ができる学生もいます。 

  これらの文書は授業を受けるにあたって配慮が必要な内容や知ってほしい情報を科目担当の先生にお伝えす

るものであって、文書が出されたことによって欠席が出席に変わるものではありません。 

 

～こんなシール、見てませんか？～ 

 

 

 

 

合理的配慮の中に「座席指定」があります。 

体調不良になりやすいために入り口に近い座席に座る必要がある学生や、授業の際に

不安感などがあり座席の指定を必要としている学生が座る席になっています。座席指定は

アクセシビリティ支援室で面談し必要性を認められた場合に支援申請をした学生が座る

席となっています。 

座席シールに記載されている曜日と講目は、申請している学生以外は座らないように 

ご協力をお願いいたします。 

座席指定が必要だと感じている方は一度アクセシビリティ支援室に相談に来てください

ね。 


